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日本においては、中小企業はもとより大企業においても、災害に関する経済的備えとしての火災保険の加入率は高

く、その背景として、融資を受ける際に、その担保としての火災保険の加入を銀行などから求められることが普及の

要因の 1つであったと考えます。一方で、保険金額の設定を、取得価額やその減価償却割合をベースとした簡易評

価基準を活用して、再調達価額、時価を設定できる火災保険とは異なり、業務中断リスク、つまり休業損失を補償す

る利益保険の価額設定は複雑であると言え、その日本での普及率は 20－30％程度と言われています。 

 

一方、欧米はもとよりアジア各国における製造拠点では、火災保険と同時に利益保険を購入されることは既に一般的

であると認識し、多くの日本企業の製造拠点に置かれても、同様の状況と理解します。また、これまでの多くの財物

保険に置ける保険金求償のケースを振り返り、修理費や代替費用を主とする火災保険金よりも、中断期間における損

失である利益保険金の保険金受取額の方がより大きいケースが多く見られます。これは、事故発生時に、消防局など

への届け出や再開までの許認可などや、外国人を巻き込む事故対応の時間軸が、日本よりも一般的に長く掛かること

が要因ではと考えます。 

 

 

利益保険について改めて整理しますと、企業が営業・製造を行っている建物や設備・機械等が火災、爆発、風災、水

濡れ、破損などの偶然な事故により損害を被った場合に、営業・製造が休止・阻害されたために生じた喪失利益を補

償する保険です。また、不測かつ突発的な事故により構外からの電気、ガス、水道等の供給が停止した場合の損害も

特約により補償されます。 
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その補償項目としては、選択されたてん補期間(Indemnity Period) における売上高（売上高‐製造原価＝売上総利益

Gross profit）*が復旧するまでの期間について補償します； 

1. 変動費控除後の利益損失。一般的には売上総利益（Gross profit）*と言う。 

2. 業務中断中に発生する固定費（例、人件費など）。 

3. 総利益の損失を最小限に抑えるための追加コスト（一般的に Additional Increase Cost of Working, AICOW

と言う。） 

 

少しわかりにくいのは、慣習として、売上高＝売上総利益（Gross Profit）と呼称することです。 

 

 

１．保険金額の設定(Sum Insured)について 

日本と同様に、売上高（Gross Profit ベース）または生産高（Gross Earningベース、後述）をベースに保険金額と

を設定します。一般的には、申告される売上高または生産高の数値に加えて、各企業でそれぞれ使用されている費目

のブレークダウンを申告いただき（所定の申告シートの活用も可）、変動費を差し引き必要となる保険金額を保険ブ

ローカーとして試算し保険会社に提示しています。 

 

ただし日本と異なるのは約定てん補率方式なる縮小てん補方式を採用される企業、契約は少なく、基本的には約定て

ん補期間に応じて設定します。また保険証券で設定する保険金額は、保険期間が満了した後の最大補償期間までの月

数分も含めて検討する必要があり、結果として予想総利益よりも大きくなることがあります。つまり保険期間の満期

時に損害が発生した場合でも、その後に渡る利益損失や固定費が補償されることとなり、売上上昇局面では、上限と

なる保険金額の設定は慎重に対応することが必要です。 

 

暫定方式で契約し、満期時には確定数値を申告し確定精算する方式と、契約時の申告数値のまま、一定金額までの範

囲までであれば、確定申告不要という方式もアジアでは多く見られます。ただし、この方式も一定規模以上に売上が

上昇する局面では慎重な対応が必要です。一般的に、日系保険会社では毎年の暫定確定精算を日本と同様に求めてい

ます。 

 

①総利益(Gross Profit)＊；売上高ベース 

尚、利益保険における用語は通常の会計上の用語と異なるため、契約時にそれぞれの顧問会計士と用語の定義を確認

することが肝要です。 

 

保険証券では総利益は以下のように定義されます；  

¶ （＋）売上高＊＊ 

¶ （－）変動費（正味の在庫調整金額） 

会計上の限界利益と同義となります。売上高の減少、そして固定費の継続的な支払いは、更なる販売取引の損失を増

加させる影響も予想されます。 

 

また在庫調整金額が考慮されている理由は、企業は余剰在庫がある場合は在庫を増減することで、一般的には利益率

を減らして過剰在庫を減らすことで、一定の利益を捻出することが可能ですが、その場合に掛かる追加費用を補償す

るかどうかが課題となることがあります。 

 

②総利益（Gross Earning）：生産高ベース 



失った生産額からコストセーブされた経費を差し引いた金額を補償するものです。Gross Earningの約款は製造メー

カーに適している約款であり、サービス業や販売業には適していません。以下の 2つの基本的な違いを除けば、基

本的には粗利益とよく似ています。復旧後の継続的な損失に対する補償がないことが大きな違いとなっています。 

 

¶ Gross Earningの損失は売上が正常に戻ったときではなく、生産が再開されたときに無くなる（保険契約に

おける延長責任期間の確認要） 

¶ Gross Profit では、例えば株式の売却により事故後の損失を軽減する可能性があり、それを考慮されるもの

の、Gross Earningでは考慮されない 

 

ただし Gross Earnings方式は米国で一般的な契約方式であり、アジアでは製造拠点に置いても多くの保険証券が

Gross Profit 方式となっています。 

 

 

ところで、それぞれの契約方式に共通となりますが、保険金額設定に重要な項目として、変動費、Tax、賃金および

追加費用について、ご紹介します； 

 

変動費(Variable Cost)； 

保険で補償されない費用。売上高に直接比例し、売上高に対する一定比率で支払う費用であり、変動費は事故時にお

いては、常に収益の損失に比例して節約されるため、実損はなく、保険をかける必要はありません。 

 

また多くの事業に共通する主要な変動費は調達、購買であり（原材料、部品、再販用商品）であり、特に小規模事業

にとっては、重要な項目となります。 

 

一方、大規模事業では、主要な経費項目をより詳細に検討することが望ましく、無保険となる費用は、売上高に直接

比例して減少するものに限定される必要があります。 

 

ただしもし損害が発生したものの、一部の固定費または半変動費が支払を免れた、或いはコストセーブされた場合、

その部分の保険金は支払われないこととなり、実際の保険金受取額は、当初計算された総利益の損失額より少ない金

額となる可能性があります。 

 

以下は、調達、購買以外の変動費の例です； 

¶ 梱包材 

¶ 送料（単価ベースで請求される場合） 

¶ 手数料 

¶ 割引額 

¶ 不良債権 など 

 
 

付加価値税(Value Added Tax)； 

付加価値税として税務当局に申告責任を負う範囲において、利益保険では保険対象外としています。 

 

 

賃金(Payroll)； 



企業にとって、賃金は主要な支出項目です。以前はシャットダウンの際に、解雇される従業員もあったことから、賃

金は利益保険では一部保険であった経緯もあります。しかしながら、各種法律の変更により、現在では従業員により

大きな権利が与えられるようになり、総利益項目内で賃金を全額補償することが現代の慣行となっています。 

  

 

追加費用(AICOW – Additional Increase in Cost of Working)； 

標準的な追加費用は、事故後に発生する追加費用を総利益（Gross Profit）まで補償されるものです。日本の利益保

険では、収益減少防止費用、営業継続費用などと記載がありますが、アジアでは総称して AICOW とされるケース

が多くなっています。 

 

 

２．その他の注意するポイント； 

 

比例てん補（General Average）； 

日本と同様に、アジアでも実際の保険価額と保険金額の間に乖離があるような場合、その割合によっては比例てん補

割合による保険金受取となり（受取保険金額＝損害額×保険金額/保険価額（再調達価額または時価））、損害額を

満額受け取れないケースが発生してしまいます。アジア各国ではこの保険金設定割合（General Average）が異なる

ため、保険金額設定の際には注意が必要です。 

 

日本とは異なり、アジアには再調達価額や時価を目安として設定する簡易評価基準がありません。それを避けされた

い場合、ブローカーとして鑑定評価（Valuation）サービスを行っています。 

 

クレーム・プリパレーションクローズ（Claim Preparation clause）； 

利益保険の保険金請求手続きは複雑であり、慎重な対応が必要です。またその対応に掛かる、罹災企業の担当の方々

への多大な工数や時間も懸念されます。WTW アジアでは社内にフォレンジックアカウンタント（法廷会計士）がお

り、保険契約者に代わり保険金求償に関する様々な計算などの準備を行い、結果として主体的な保険会社との交渉、

迅速な保険金支払いが可能となります。その起用の費用はこの特約を付帯することで、保険金から支払われます。 

 

日本企業に置かれては、事故時に利益保険保険金請求に関する各種情報を収集する際に、罹災された工場内における

多岐に渡る担当部署からの情報収集、社内、社外販売に関する複数の損失データ、また保険会社やアジャスターから

の異なる試算データなど、多大な検証に工数が掛かります。主体的なクレームハンドリングが肝要と思料します。 

 

事故処理上における復旧について； 

事故処理プロセスにおける、もし事故がなかった場合の予想売上を測定するには多くの方法があります（予算、予

測、生産割合、市場価格）。理論上、予想売上の計算が正確であれば、損失期間が終了したときに実際の売上は予想

売上と等しくなるはずです。しかしながら、それを左右する様々な要因にかかっています。例えば、現在起こってい

る米国・中国間における経済的な影響下において、仮に保険事故が発生した場合、その後、チップ製造業者は生産能

力まで生産するでしょう。米国/中国の問題から変わるのは、販売価格（市場での供給の増加）であり、予想生産量

×実際の販売価格から実際の売上高を差し引いたものでの基本的に計算されます。 

 

Gross Profit 方式の下での損失は、「事業の結果が事故の影響を受けなくなる」まで続くべきです。つまり、実際の

売上高が予想売上高と等しくなったときを意味します。すべて個々のケースにより異なりますが、保険事故が発生し

なかったならば到達したであろう売上に結果として近い数値となります。 
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